
 

 

「共済契約対象（外）施設等異動届」の提出を行い契約対象外施設に異動した職員について、５
年以内に共済契約対象施設等に復帰した場合は、被共済職員期間が合算継続されます。 

ただし、契約対象施設のうち、「平成１８年４月１日以後加入させない届出（特別養護老人ホー
ム等新規加入職員の非加入）」、「平成２８年４月１日以後加入させない届出（障害者支援施設等新
規加入職員の非加入）」又は「退職手当共済契約部分解除通知書（制度改正後職員の部分解除）」を
提出している特定介護保険施設等へは復帰できません。 

    

 

  



 

  


